
■熊本市「土木工事における週休２日工事」実施要領の改定について
１．目的
 昨今、建設業界においては担い手不足が懸念され、若手の技術者や技能労働者の確保・育成を中心とした将来の担い手確保が重要な課題と
なっている。

 そのため、建設業の就労環境の改善を図り、計画的に週休２日工事を推進することを目的として「週休２日工事」を実施するものである。

２．適用時期:令和７年（２０２５年）１０月８日の契約依頼分から対象とする。

３．改定概要

 土木工事:週単位の週休２日（完全週休２日）推進に向けた労務費等の補正係数を新設
 港湾工事:工期全体（通期）での週休２日の間接費の補正係数を見直し

４．工事成績評定:完全週休2日（現場閉所・交替制）も評価する。

（１）．完全週休２日の実現等の多様な働き方への支援

 土木工事:月単位の「４週８休以上」の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じて発注する。（設計金額5,000万円以上）
通期の「４週８休以上」の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じて発注する。（設計金額5,000万円未満）
月単位の４週８休に満たない場合⇒月単位の補正係数を除した変更（減額）
週単位（完全週休２日）の４週８休を達成している場合⇒週単位（完全週休２日）の補正係数に変更（増額）
ただし、実施要領「第６条（１）受注者による意思表示の段階で週単位（完全週休2日）及び月単位の週休２日を
協議し、認められた場合」のみが対象

 港湾工事:工期全体（通期）での週休２日の間接費の補正係数を見直し

（２）．工事費の積算
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にて運用する。



■熊本市「土木工事における週休２日工事」実施要領の改定について【参考資料】
１．国の動き（令和７年度 国土交通省 土木工事・業務の積算基準等の改定（R７.2.28） ）



■熊本市「土木工事における週休２日工事」今後の予定について

・R7.10の要領改定において、設計金額が５，０００万円以上の土木工事は月単位の補正係数を各経費に乗じて発注、
それ以外は通期にて発注としている。
・R8年度以降は土木工事（土木工事標準積算基準書に基づく工事）においては原則「月単位」の発注となる予定。
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